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☎ 766 － 8701
福祉課

《高齢者福祉相談》
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター
◇介護・高齢者福祉に関する相
談（随時訪問相談可）

☎ 764 － 5812
地域包括支援センター

《消費生活相談》
▶月曜日　日生住民センター　
▶水・金曜日　役場消費生活相
談コーナー
い ず れ も 10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 16:00
◇多重債務や悪質商法などのト
ラブル防止

☎ 766 － 1110
消費生活相談コーナー

☎ 766 － 8707
企画財政課秘書広報室

《法律相談》
▶ 18 日（月）13:30 ～ 16:30
日生住民センター（電話受付の
み、開始日は 4 日（月）8:45 ～、
先着 6 人）
◇相続・離婚など民事トラブル
について弁護士による相談

《行政相談》
▶ 18 日（月）13:30 ～ 16:00
日生住民センター（行政相談委員
平尾宅☎ 769 － 0057・塗家宅
☎ 0797 － 91 － 0381 で随時相
談可）◇行政に対する苦情や要望

《心配ごと相談》
▶ 5 日（火）日生住民センター
▶ 19 日（火）ふらっと六瀬
▶ 26 日（火）ゆうあいセンター
いずれも 10:00 ～ 12:00 
◇民生委員による相談

《障がい者相談》
▶ 28 日（木）13:30 ～ 15:30
障害者福祉センター
◇当事者団体の相談員による身
体・知的・精神障がい者の相談

《障がい者・児相談》
▶常時 8:45 ～ 17:30　ゆうあ
いセンター　
◇障がい者 ( 児 ) の生活と就労
に関する相談・支援

☎ 766 － 5444
障害者相談支援センター

☎ 766 － 8709
産業観光課

《農業者年金相談》
▶ 4 日（ 月 ）10:00 ～ 12:00
役場相談室
◇農業者年金の加入・受給に関
すること

《農地流動化相談》
▶ 11 日（ 月 ）、18 日（ 月 ）
10:00 ～ 12:00 役場相談室
◇農業規模拡大や農地の貸し借
りなど 

《人権相談》
▶ 13 日（水）13:00 ～ 16:00 
ふらっと六瀬
◇日常生活でのい
やがらせ、いじめ、
虐待、DV、不当な
差別など（法務省人
権擁護委員による
相談）

☎ 768 － 0001
ふらっと六瀬

☎ 765 － 2065
教育支援センター

《教育相談》
▶来所相談（要予約）火・水・木・
金 9:00 ～ 17:00
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00
◇学校・日常生活や学業・進路・
心身の悩みなど

❖ Foreigner Consultation Desk（外国人生活支援相談）  
▶ Every business day 9:00 ～ 12:00. Provide consultation for your daily life.（Please 
contact us before coming to the office.）

☎ 766 － 8783・FAX766 － 8893　Coproduction Division   

☎ 767 － 7477
こども課

《母子相談（完全予約制）》
▶ 28 日（木）13:30 ～ 16:00
日生住民センター
▶ 電 話 相 談 月 ～ 金 9:00 ～
17:00 阪神北県民局☎ 0797
－ 83 － 3143
◇県母子自立支援員による相談

《児童相談》
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による 18 歳
未満の子どもに関する相談

《DV 相談》
▶電話・来庁 月～金 9:00 ～
17:00 役場相談室
◇家庭児童相談員による配偶者
などからの暴力に関する相談
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このコーナーでは、猪名川町の取り組みの中で意外と知られてい
ない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します！

　皆さんは、いらなくなったものをリサイク
ルしてますか？不必要なものを加工して、必要
なものに生まれ変わらせるリサイクルは、資源
を無駄にしないためにも大切なことですね。
　今回は、町クリーンセンターが行っているリ
サイクルの取り組みの一つ「バークチップの無
料配布」を紹介します。

無駄にしない精神で
　公園や街路樹、道路で剪

せ ん て い

定した枝葉や草を
同センターでは、焼却処分せず、「バークチッ

プ」としてリサイクルし
ています。これは、平成
9 年から行っている事業
で「燃やせばごみになり、
それを処分するためにも

費用がかかります。リサイクルすればごみ処
分の費用はかかりませんし、皆さんが喜んで
くれます」と担当者は話します。

天然の土壌改良剤「バークチップ」
　皆さんは、「バークチップ」をご存じです

か？バークチップは土
に混ぜると、樹木や農
産物の育成に良いこと
や、土の上に撒

ま

くだけ
で雑草の繁殖を抑えた
り、表土の乾燥や凍結を防ぐなどの効果もあ
ると言われています。
　同センターでは、剪定した枝や葉を細かく
砕き、外に半年～ 1 年間置くことで自然発
酵させて作っています。

無料で配布しています
　 化 学 肥 料 を 使 わ な い 天 然 100％ バ ー ク
チップを無料で配布しています。配布してい
る量に制限はないので、必要な分だけ取りに
来てください。
▶配布日　月～金曜日（祝日は除く）午前 9
時～午後 5 時（大量に必要な人は、奇数週
の金曜日午後 1 ～ 5 時に限り、重機でお手
伝いします）
▶配布場所　町クリーンセンター
▶その他　バークチップの入れ物やスコップ
を持参し、各自で袋詰めをお願いします。
▶問合せ　同センター（☎ 768 ー 0818）

無駄にしないために…

　  バークチップ

土づくりに
【古

ふる か た

堅さん・旭ヶ丘】
「庭の植木に元気がなかったので、初めて利
用させてもらいました。天然の物なので、安

心して使えます。庭に植
えている芝桜や花桃が咲
いてくれることを期待し
ています。」

【上
うえ ど の

殿さん・下阿古谷】
「使えなくなったしいたけの原木を乾燥させ
ずに腐らせて土にするた
めに長年利用しています。
出来上がった土を畑の土
に混ぜると使いやすい栄
養価の高い土になるので
助かっています。」

▲庭の植木に使用しています

実際に使っている人たち

▲原木は、1 年後
土になります

家の庭に


